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■
課
長
級

▽
総
務
企
画
課
長
兼
総
務
室
長

（
同
課
総
務
室
長
）
村
中
英
治
▽

▽
健
康
福
祉
課
長
兼
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
所
長（
同
課
付
主
幹
・

社
会
福
祉
法
人
誠
心
会
派
遣
）
野

表
壽
樹
▽
建
設
水
道
課
長
（
農
業

委
員
会
事
務
局
長
）
遠
藤
彰
範
▽

農
業
委
員
会
事
務
局
長
（
建
設
水

道
課
主
幹
兼
水
道
事
業
所
長
）
和

野
一
男
▽
住
民
会
計
課
主
幹
兼
出

納
室
長
兼
税
務
室
長
（
健
康
福
祉

課
健
康
推
進
室
長
兼
健
康
係
長
）

八
幡
忍
▽
健
康
福
祉
課
付
主
幹
・

社
会
福
祉
法
人
誠
心
会
派
遣
（
住

民
会
計
課
出
納
室
長
）
上
小
路
隆

男
▽
建
設
水
道
課
主
幹
兼
水
道
事

業
所
長
（
同
課
地
域
整
備
室
長
兼

農
村
整
備
係
長
）
千
葉
英
司
▽
教

育
委
員
会
主
幹
兼
生
涯
学
習
推
進

室
長
兼
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
係
長
（
同

生
涯
学
習
推
進
室
長
兼
生
涯
ス

ポ
ー
ツ
係
長
）
村
木
淳
一

■
室
長
級

▽
総
務
企
画
課
総
合
政
策
室
長

（
同
課
総
合
政
策
室
長
兼
定
住
・
情

報
化
推
進
係
長
）
佐
藤
義
房
▽
総

務
企
画
課
定
住
対
策
特
命
主
任
主

査
兼
広
聴
広
報
統
計
係
長
（
同
課

副
主
幹
兼
広
聴
広
報
統
計
係
長
兼

定
住
推
進
主
査
）
澤
口
節
子
▽
健

康
福
祉
課
健
康
推
進
室
長
兼
福
祉

推
進
室
長
兼
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
所
長
補
佐
兼
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
介
護
係
長
（
同
課
福
祉

推
進
室
長
兼
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
所
長
補
佐
兼
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
介
護
係
長
）
吉
澤
信
也

▽
農
林
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
林
政

振
興
室
長
兼
林
政
係
長
兼
環
境
エ

ネ
ル
ギ
ー
室
長
兼
環
境
エ
ネ
ル

ギ
ー
係
長
（
同
課
林
政
振
興
室
長

兼
林
政
係
長
兼
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー

室
長
）
丹
内
勉
▽
農
林
環
境
エ
ネ

ル
ギ
ー
課
農
政
振
興
室
長
兼
農
政

企
画
係
長
（
総
務
企
画
課
副
主
幹

兼
企
画
商
工
係
長
兼
協
働
の
ま
ち

づ
く
り
推
進
係
長
）
山
下
弘
司
▽

建
設
水
道
課
地
域
整
備
室
長
兼
建

築
係
長
（
同
課
副
主
幹
兼
建
築
係

長
）
冬
村
一
彦
▽
教
育
委
員
会
事

務
局
幼
児
学
校
教
育
室
長
（
同
学

校
教
育
室
長
）
深
澤
口
和
則
▽
教

育
委
員
会
事
務
局
保
育
指
導
主
査

兼
上
席
保
育
士
（
小
屋
瀬
保
育
園

上
席
保
育
士
）
畑
中
節
代
▽
教
育

委
員
会
公
民
館
長
補
佐
兼
総
合
セ

ン
タ
ー
所
長
補
佐
兼
公
民
館
管
理

係
長
（
住
民
会
計
課
税
務
室
長
）

川
戸
清
美
▽
教
育
委
員
会
葛
巻
保

育
園
長
兼
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

所
長
（
同
副
主
幹
兼
生
涯
学
習
係

長
兼
主
任
社
会
教
育
主
事
）
村
上

明
彦
▽
教
育
委
員
会
五
日
市
保
育

園
長
兼
上
席
保
育
士
（
五
日
市
保

育
園
長
）
山
形
茂
子
▽
教
育
委
員

会
小
屋
瀬
保
育
園
長
兼
上
席
保
育

士
（
小
屋
瀬
保
育
園
長
）
髙
井
優

子
▽
教
育
委
員
会
江
刈
保
育
園
長

兼
上
席
保
育
士
（
江
刈
保
育
園

長
）
道
場
和
枝
▽
教
育
委
員
会
葛

巻
保
育
園
副
園
長
兼
上
席
保
育
士

（
葛
巻
保
育
園
副
園
長
兼
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
所
長
）
遠
藤
カ
ヨ
子

▽
教
育
委
員
会
葛
巻
保
育
園
副
園

長
兼
上
席
保
育
士
兼
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
所
長
（
葛
巻
保
育
園
副
園

長
）
木
下
真
利
子
▽
教
育
委
員
会

江
刈
保
育
園
上
席
保
育
士
（
江
刈

保
育
園
同
）
角
口
美
智
子
▽
教
育

委
員
会
五
日
市
保
育
園
上
席
保
育

士
（
五
日
市
保
育
園
同
）
山
形
豊

子
▽
教
育
委
員
会
葛
巻
保
育
園
上

席
保
育
士
（
葛
巻
保
育
園
同
）
林

貞
子
▽
教
育
委
員
会
葛
巻
保
育
園

上
席
保
育
士
（
葛
巻
保
育
園
同
）

中
崎
廣
子
▽
教
育
委
員
会
葛
巻
保

育
園
上
席
保
育
士
（
同
主
任
保
育

士
）
深
澤
口
久
美
子

■
副
主
幹
級

▽
建
設
水
道
課
副
主
幹
兼
農
村
整

備
係
長
兼
地
籍
調
査
係
長
（
同
課

地
籍
調
査
係
長
）
青
名
畑
幸
彦
▽

教
育
委
員
会
副
主
幹
兼
生
涯
学
習

係
長
（
議
会
事
務
局
総
務
係
長
）

楢
木
幸
夫

■
係
長
級

▽
総
務
企
画
課
企
画
商
工
係
長
兼

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
係
長

（
同
課
情
報
化
推
進
主
査
）
波
紫

徳
彰
▽
住
民
会
計
課
税
務
徴
収
係

長
（
同
課
税
務
主
査
）
佐
々
木
浩

美
▽
健
康
福
祉
課
健
康
係
長
（
同

課
付
主
査
・
盛
岡
北
部
行
政
事
務

組
合
派
遣
）
蜂
須
賀
和
人
▽
健
康

福
祉
課
福
祉
係
長
（
住
民
会
計
課

税
務
徴
収
係
長
）
石
角
則
行
▽
農

林
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
農
業
振
興

係
長
（
健
康
福
祉
課
福
祉
係
長
兼

児
童
福
祉
係
長
）
遠
藤
陽
二
郎
▽

議
会
事
務
局
総
務
係
長
（
教
育
委

員
会
公
民
館
管
理
係
長
兼
総
合
セ

ン
タ
ー
係
長
）
千
葉
隆
則
▽
教
育

委
員
会
葛
巻
保
育
園
主
任
保
育
士

（
葛
巻
保
育
園
同
）
触
澤
麗
子
▽

教
育
委
員
会
葛
巻
保
育
園
主
任
保

育
士
（
葛
巻
保
育
園
同
）
茅
森
幸

子■
主
任
級

▽
総
務
企
画
課
付
主
任
・
岩
手
県

政
策
地
域
部
派
遣
（
農
林
環
境
エ

ネ
ル
ギ
ー
課
同
）
遠
藤
政
明
▽
総

務
企
画
課
付
主
任
・
盛
岡
広
域
振

興
局
派
遣
（
農
林
環
境
エ
ネ
ル

ギ
ー
課
同
）
松
本
満
▽
総
務
企
画

課
主
任
（
健
康
福
祉
課
同
）
金
子

桂
子
▽
総
務
企
画
課
主
任
（
総
務

企
画
課
付
主
任
・
岩
手
県
地
域
振

興
部
派
遣
）
中
崎
昌
之
▽
住
民
会

計
課
付
主
任
・
岩
手
県
地
方
税
特

別
滞
納
整
理
機
構
派
遣
（
葛
巻
病

院
主
任
）
折
本
誠
▽
住
民
会
計
課

主
任
（
同
課
付
主
任
・
岩
手
県
地

方
税
特
別
滞
納
整
理
機
構
派
遣
）

上
舘
芳
彦
▽
住
民
会
計
課
主
任

（
総
務
企
画
課
同
）
星
野
誠
子
▽

健
康
福
祉
課
主
任
（
住
民
会
計
課

主
任
主
事
）
遠
藤
香
津
良
▽
農
林

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
主
任
（
建
設

水
道
課
同
）
松
尾
さ
ゆ
り
▽
農
林

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
主
任
（
総
務

企
画
課
付
主
任
主
事
・
盛
岡
地
方

振
興
局
派
遣
）
吉
澤
晴
之
▽
農
林

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
主
任
（
同
課

主
任
主
事
）
星
野
孝
幸
▽
建
設
水

道
課
主
任
（
総
務
企
画
課
同
）
寺

坂
友
伸

■
主
任
主
事
級

▽
住
民
会
計
課
主
任
主
事
（
建
設

水
道
課
主
任
技
師
）
熊
谷
勇
一
▽

健
康
福
祉
課
付
主
任
主
事
・
盛
岡

北
部
行
政
事
務
組
合
派
遣
（
住
民

会
計
課
同
）
下
天
广
浩
▽
葛
巻
病

院
主
任
主
事
（
建
設
水
道
課
同
）

橋
場
学
▽
教
育
委
員
会
主
任
主
事

（
健
康
福
祉
課
同
）
村
木
晋
介

■
主
事
級

▽
農
林
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
主
事

（
同
課
主
事
補
）
上
野
拓
城

■
医
療
技
術
職

▽
健
康
福
祉
課
主
任
栄
養
士
（
同

課
栄
養
士
）
日
向
光
子
▽
葛
巻
病

院
主
任
診
療
放
射
線
技
師
（
同
技

師
）
鈴
木
賢
司

■
労
務
職

▽
教
育
委
員
会
五
日
市
保
育
園
主

任
調
理
員
（
五
日
市
保
育
園
同
）

大
上
ト
キ
エ
▽
教
育
委
員
会
葛
巻

保
育
園
主
任
調
理
員
（
小
屋
瀬
保

育
園
同
）
大
下
す
き
子
▽
教
育
委

員
会
葛
巻
保
育
園
主
任
調
理
員

（
葛
巻
保
育
園
同
）
下
天
广
清
子

■
新
採
用

▽
総
務
企
画
課
主
事
補　

八
重
樫

純
▽
住
民
会
計
課
主
事
補　

前
野

正
寿
▽
健
康
福
祉
課
保
健
師　

米

田
純
奈
▽
同　

髙
橋
幸
奈
▽
葛
巻

病
院
作
業
療
法
士　

新
井
弥
生

■
村
上
久
男
（
総
務
企
画
課
長
）
■
野
頭
諭
（
健
康
福

祉
課
長
）
■
馬
渕
文
雄
（
建
設
水
道
課
長
）
■
長
朶
継

雄
（
農
林
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
農
政
振
興
室
長
）
■
少

路
順
子
（
葛
巻
保
育
園
長
）
■
入
月
静
子
（
農
林
環
境

エ
ネ
ル
ギ
ー
課
副
主
幹
兼
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
係
長
）
■

楢
山
信
悦
（
総
務
企
画
課
主
任
ボ
イ
ラ
ー
技
師
）
■
稲

葉
ト
ク（
葛
巻
保
育
園
主
任
調
理
員
）■
近
藤
節
子（
葛

巻
病
院
准
看
護
師
）
■
荒
谷
光
子
（
教
育
委
員
会
事
務

局
主
任
）

退
職
者（

３
月
31
日
付
、
10
人
）

町
民
の
皆
さ
ん

　

長
い
間
お
世
話
に
な
り
ま
し
た

　

四
月
一
日
付
け
で
、
町
職
員
六
十
人
が
新
た
な
部

署
へ
異
動
し
ま
し
た
。
就
学
前
教
育
の
充
実
の
た
め

葛
巻
保
育
園
に
お
い
て
認
定
こ
ど
も
園
を
開
設
す
る

ほ
か
、
保
育
園
は
健
康
福
祉
課
か
ら
教
育
委
員
会
へ

と
所
管
替
え
に
な
り
ま
し
た
。
県
と
の
人
事
交
流
も

継
続
し
て
行
い
ま
す
。
異
動
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（　

）
内
は
前
職
。

町
議
会
三
月
定
例
会

　

三
月
定
例
会
で
は
、
平
成
二
十

二
年
度
の
一
般
会
計
・
特
別
会
計

予
算
を
は
じ
め
二
十
一
議
案
が
す

べ
て
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し

た
。
こ
こ
で
は
予
算
を
除
く
主
な

も
の
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

町
立
保
育
所
条
例
を

　
　
　
　
　

一
部
改
正

農
業
体
験
交
流
施
設

　
　
　
　

条
例
を
制
定

職
員
の
勤
務
時
間
に
関

す
る
条
例
等
を
一
部
改
正

葛
葉
荘
の
指
定
管
理
者

　
　
　
　
　

誠
心
会
に

町
道
に
上
前
里
線
な
ど

　
　
　

四
路
線
を
認
定

　

四
月
か
ら
葛
巻
保
育
園
が
認
定

こ
ど
も
園
に
よ
る
保
育
を
実
施
す

る
た
め
の
改
正
で
す
。

　

く
ず
ま
き
高
原
牧
場
内
に
整
備

し
た
農
林
漁
業
体
験
交
流
施
設

（
名
称
・
く
ず
ま
き
高
原
体
験
交
流

セ
ン
タ
ー
）
の
設
置
条
例
を
制
定

し
ま
し
た
。
開
設
は
八
月
の
予
定

で
す
。

　

新
た
に
上
前
里
線
・
延
長
百
四

十
メ
ー
ト
ル
、
長
路
二
号
線
・
二

百
二
十
メ
ー
ト
ル
、
小
田
上
ノ

橋
線
・
千
七
百
五
十
八
メ
ー
ト
ル
、

鰻
沢
中
線
三
百
一･

六
メ
ー
ト
ル

の
四
路
線
が
町
道
に
認
定
さ
れ
ま

し
た
。

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
葛
葉
荘
の
指

定
管
理
期
間
が
五
年
間
で
終
了
す

る
た
め
、
社
会
福
祉
法
人
誠
心
会

を
再
度
指
定
管
理
者
に
指
定
し
ま

し
た
。

　

国
の
例
に
準
じ
て
、
職
員
の
一

日
の
勤
務
時
間
を
、
七
時
間
四
十

五
分
に
変
更
し
ま
し
た
。

　

職
員
の
勤
務
時
間
の
変
更
に
よ

り
、
四
月
一
日
か
ら
役
場
の
閉
庁

時
間
が
午
後
五
時
十
五
分
に
な
り

ま
す
。
毎
週
木
曜
日
の
窓
口
延
長

は
こ
れ
ま
で
ど
お
り
午
後
七
時
ま

で
で
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

役
場
の
閉
庁
時
間
が

午
後
五
時
十
五
分
に

町
職
員
の

人
事
異
動


